
静岡日本平ロータリークラブ 

 

会員の入会までの手続と進行について 

 

 

１．会員候補を推薦する会員は、「推薦状」に推薦理由および被推薦者の略歴など必要事項を記載の上、

幹事に提出してください。（推薦者は２名が必要です） 

 

２．幹事は、提出された推薦状を理事会に提出し、内容に問題ないことを確認のうえ、「会員増強委員

会」に書類を送ります。 

 

３．会員増強委員会で、候補者の「職業分類の審査」と「会員資格の条件」がすべて満たされているこ

とを確認し、その旨を理事会に報告します。 

 

４．報告を受けた理事会は、この推薦の可否を採決したうえで、その結果は幹事を通じて推薦者に通知

されます。 

 

５．理事会の採否が肯定的であった場には、会員増強委員会が「会員情報委員会」を開催し、被推薦者

（会員候補者）に対して「ロータリーの目的と会員の特典と義務」に関する説明を行います。 

 

６．説明を行った後、被推薦者に「入会申込み用紙」に署名を求め、また、本人の氏名及び職業分類を

クラブに公表することの承諾を得た後に、幹事から会員に対してこの内容を発表します。 

 

７．発表の後、７日間の縦覧期間をおき、この間に会員からの異議申し立てがないことを確認のうえ、

「入会金の納付」を求め、入会金の「入金が確認された時点」で被推薦者の「入会が成立」します。 

 

８．理事会に対して会員から異議申し立てが合った場合には、理事会においてこの件の評決を行い、そ

の結果入会の承認を得られれば、第７項と同様に入会金の納付を求め、入会金の入金が確認されれ

ば入会が成立します。 

 

９．以後、直近の例会において「入会式」を行い、新会員に対して会員証およびバッジならびにロータ

リー情報資料が手渡されます。 

 

（会員増強委員会 平成 21 年 1 月 9 日） 
 
 
 
 
 



静岡日本平ロータリークラブ 

＜入会手続経路図＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（推薦者） 
正会員 
シニアアクティブ会員 

会員増強委員会 

会員推薦者 

推薦の書面 

幹 事 

理 事 会 

職業分類審査 会員選考 
（１） 資格 （２）人格 
（３）職業上の注意及び社会的地位

（４）一般的適格性の見地より調査 

（会員増強委員会） 

理 事 会 
推薦状の提出後 30 日以内に審議の

上、当該推薦者について承認可否

の評決を実施する 
幹 事 

推 薦 者 

承認の旨を通知 

会員増強委員会及び推薦者は、会員の

特典及び義務について説明会を実施 

入会申込用紙に署名し、入会金の納入及

び氏名と職業分類表公開の承諾 
クラブ正会員に候補者の

氏名、職業分類の発表 

ク
ラ
ブ
会
員
よ
り
異
議
の
申
立
て

の
書
面
が
出
提
出
さ
れ
た
場
合 

7 日間置く 

ク
ラ
ブ
会
員
の
誰
か
ら
も
異
議
の

申
立
て
の
書
面
が
提
出
さ
れ
な
い

場
合 

理 事 会 

評決 
可決 

入会金の納入をもって 

会員に選ばれたものとする 

幹 事 

会長は入会式並びにオリエン

テーションを行い、幹事は会員

証を発行し、委員会及び所属

グループを決定する 

ＲＩへ報告 

可決 

否決 

否決 
① 

② 

③ 

④ 

⑤ 


